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 4 月に入り春の穏やかな気候の中、色とりどりの花が咲き始めました。つつじや

藤の花が咲いているのを見かけると、一足早く初夏が来ているようにも感じますね。 

とはいえ、朝夕は急に気温が下がったり冷たい風が吹いているので、体調管理にも

気を付けてお過ごしください。 
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通信      2026年 4月号 

 

誠に心苦しいお知らせではございますが、エプロン関町は令和 8 年 6 月

30日をもちまして活動を終了させていただきます。 

 

25年の長きにわたり、エプロン関町の活動にご理解とご協力をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

6 月一杯は閉店セールを実施いたします。なにとぞ、最後までご愛顧下

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

これまでたくさんの笑顔と温かいお言葉を頂き、スタッフ一同、心より

感謝申し上げます。 

来たる４月１８日、エプロン関町にて春まつりを開

催します。春物や手作りの品など、楽しい品物をたく

さん用意してお待ちしています。 

また、喫茶コーナーではコーヒーや紅茶を１００円

でお出ししています。お買い物時の休憩や、おしゃべ

りを楽しみに、お気軽にお越しください。 

スタッフ一同心よりお待ちしております。 

エプロン関町活動終了のお知らせ 

 

tel:6915-9315
mailto:actepu@oak.ocn.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エプロンは２０１４年に認定 NPO 法人となりました。認定 NPO 法人への賛助会費・寄付は税制優遇の

対象となります。（エプロンが発行する領収書が必要です） 

エプロンでは皆さまからの賛助会費・ご寄付を地域活動 

（地域の居場所事業・地域に向けたイベントなど）に使 

わせていただいております。 

賛助会費は１口 1,000 円で３口以上をお願いしています。 

（ご寄付くださる場合、認定 NPO 継続のために 

3,000円以上の寄付をお願いしています。） 

地域を豊かにする活動に皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

認定 NPO 法人 エプロンへの賛助・ご寄付のお願い 

 

＊エプロンに 3,000円ご寄付くださった場合 

 ①所得税の控除 

  （3,000円－2,000円）×40%＝400円 

 ②地方税の控除 

（3,000円－2,000円）×10%＝100円 

① ＋ ② ＝500円 

 確定申告された場合、500円が還付されます

す。 

金融機関名：ゆうちょ銀行 

口座番号：00150-1-605960 

口座名義：NPO練馬たすけあいワーカーズエプロン 

お振込先 

編集後記：先日、子供と石神井公園のボート池を散歩しました。 

柳の新芽が優しい黄緑色をしてなびいていて、桜と共に素晴らしい景色を堪能できまし

た。渡り鳥や鴨のつがいの姿もあり、今年も子鴨が見られるのか、今から楽しみです。

次は球場の八重桜を見に行こうかと思います。（U） 

 

HP からはこちら 

3 月 20 日、大泉町の教学院さんで行われたフクロウマルシェで、新

鮮な地場野菜や鉢花などの販売のお手伝いをしました。 

小雨が降ったり止んだりとハッキリしないお天気ではありましたが、

お彼岸のお墓参りにいらっしゃった方や、ご近所の方などが立ち寄って

いかれました。エプロンの話を聞いていただいたりしながら、有意義な

時間を過ごすことが出来ました。 


